
令和７年度第２回太宰府市地域公共交通活性化協議会運賃協議分科会 

次第 

 

日時：令和８年２月６日（金）１１時開始 

場所：太宰府市役所 ４階 406 会議室 

 

 

１  開会  

・挨拶 

 

 

 

２  議事  

 【議題】  

1 まほろば号新規系統の運賃について 

 

 

 

３  その他  

 

 

 

４  閉会  

 

 

 



任期：令和8年3月3１日まで

Ｎo. 選出区分 氏名 所属団体等

1 副市長 原口　信行 太宰府市

2
当該路線等を定めようとする一般乗合旅客
自動車運送事業者及びその組織する団体
において選出された者

池田　舞 西日本鉄道(株) 自動車事業本部 営業部 地域ネットワーク担当 課長

3 校区自治協議会を代表する者 松本　芳生 太宰府市自治協議会　内山区自治会長

4 福岡運輸支局長又はその指名する者 永松　靖二 国土交通省　九州運輸局　福岡運輸支局長

【事務局】

伊藤　健一

古賀　千年志

前田　勝一朗

柴田　義則

長澤　浩平

久保　弘樹

田渕　利治

古里　将輝

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当係長

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当

太宰府市地域公共交通活性化協議会運賃協議分科会　委員名簿

太宰府市 都市整備部　部長

太宰府市 都市整備部 都市計画課　課長
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○太宰府市地域公共交通活性化協議会運賃協議分科会規程 

令和６年９月20日 

訓令第５号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、道路運送法（昭和26年法律第183号。）第９条第４項の規定

に基づき、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送

を確保する必要がある路線又は営業区域（以下「路線等」という。）に係る旅

客の運賃及び料金（以下「運賃等」という。）についての協議等を行うため、

太宰府市地域公共交通活性化協議会規則（平成30年規則第10号。）第８条第１

項の規定に基づき設置する太宰府市地域公共交通活性化協議会運賃協議分科会

（以下「分科会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 分科会の所掌事務は、次に掲げる事項について調査及び協議を行うもの

とする。 

(1) 地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確

保する必要がある路線等に係る運賃等 

(2) その他分科会が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 分科会は、太宰府市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）

の委員のうち、次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 副市長 

(2) 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組

織する団体において選出された者又は一般乗用旅客自動車運送事業者及びそ

の組織する団体において選出された者 

(3) 校区自治協議会を代表するもの 

(4) 福岡運輸支局長又はその指名する職員 

（任期） 

第４条 分科会の委員の任期は、協議会の委員の在任期間とする。ただし、任期

中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失う。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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３ 委員の再任は、これを妨げない。 

（会長） 

第５条 分科会に会長を置き、第３条第１号に掲げる者をもって充てる。 

（会議） 

第６条 分科会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

４ 会議は、旅客の利便性を損なわないと分科会で認められた事項について協議

する場合は、書面にて開催することができる。この場合において、決定事項に

ついては、会長が書面により委員に報告を行うものとする。 

５ 分科会において必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求

め、その説明又は意見を聴くことができる。 

（協議結果の取扱） 

第７条 分科会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、

当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

（委任） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 



令和7年度第2回
太宰府市地域公共交通活性化協議会

運賃協議分科会資料

太宰府市都市計画課
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資料１



議題1 まほろば号新規系統の運賃について
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議題1
まほろば号新規系統の運賃について

1.運賃協議分科会について（P4〜P5）
2.まほろば号の概要（P6〜P7）
3.まほろば号星ヶ丘線、星ヶ丘・高雄回り路線図
運賃（案）（P8〜P9）

4.意見聴取結果等（P10）
5.今後のスケジュール（P11）
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議題1 まほろば号新規系統の運賃について
1.運賃協議分科会について

4

4.意見聴取結果等（P10） 5.今後のスケジュール（P11）
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4.意見聴取結果等（P10）

5.今後のスケジュール（P11）

議題1 まほろば号新規系統の運賃について
1.運賃協議分科会について
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議題1 まほろば号新規系統の運賃について
2.まほろば号の概要
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議題1 まほろば号新規系統の運賃について
2.まほろば号の概要



筑紫野市

【凡例】

まほろば号星ヶ丘線（～8時台）

まほろば号星ヶ丘・高雄回り（9時台）

筑紫野市

市役所

五条駅

太宰府高校入口

レガネット

高雄一丁目
（グッテイ前）

東ヶ丘

高雄中央公園

高雄

8

議題1 まほろば号新規系統の運賃について
3.まほろば号星ヶ丘線、星ヶ丘・高雄回り路線図、運賃(案)



9
※まほろば号他路線と同様の内容

項目 内容

1.運賃

小学生以上は１００円の均一運賃
降車時に支払い
幼児（小学生未満）は、保護者同伴に限り（ただし、保護者１人につき２人まで）無料
市内在住で障害者手帳をお持ちの方は手帳等級により、運賃補助制度有

2.支払方法
現金またはニモカカードなどの交通系ICカード
西鉄バス「グランドパス」「エコルカード」は利用不可

3.乗継制度
西鉄都府楼前駅、太宰府市役所、西鉄五条駅で到着直後に他方面の路線に乗り継ぐ場合
は無料。（同一路線への乗継は有料）

4.フリー券

議題1 まほろば号新規系統の運賃について
3.まほろば号星ヶ丘線、星ヶ丘・高雄回り路線図、運賃(案)



住民、利用者等の意見について
令和７年12月中旬から令和8年1月中旬
運行区域内の自治会、長寿クラブ等にて説明会を実施
→参加者からは反対の意見はなかった。

利害関係者の意見
西日本鉄道(株)、(有)太宰府タクシー、福岡西鉄タクシー(株)と協議を実施
バス・タクシー事業者など既存事業者との「共存共栄」を目指す観点から、

１つのサービスに利用者が偏る等、バス及びタクシーの利用者に極端に影響を
与えるサービス水準とならないよう、最大限の配慮をお願いしたい
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議題1 まほろば号新規系統の運賃について
4.意見聴取結果等



• 運賃協議分科会（本日）
↓

• 協議証明書の発行
↓

• 運行事業者である、西日本鉄道(株)から福岡運輸支局へ届
出（本日以降、運行開始の1ヶ月前までに届出）

↓
• 2月中旬以降順次、市ホームページやバス停掲示等による周
知
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議題1 まほろば号新規系統の運賃について
5.今後のスケジュール


